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上告の提起および上告受理申立てに関するお知らせ 

 

当社連結子会社である沢井製薬株式会社（以下、沢井製薬）は 2025 年 5 月 27 日付

「当社連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせした特許権侵

害訴訟控訴審の判決について、判決内容を精査し、2025 年 6 月 9 日付で上告の提起お

よび上告受理申し立てを行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．上告の提起および上告受理申立てに至った経緯 

2025 年 5 月 27 日付「当社連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」に

記載のとおり、沢井製薬は、ナルフラフィンの用途特許に関する特許権侵害訴訟にお

いて、2021 年 3 月 30 日に東京地方裁判所で同社主張（特許非侵害）が認められまし

た。その後、同訴訟は知財高裁に係属していましたが、この度、同社の主張は認めら

れず、損害賠償命令を受けました。 

この判決に対し、沢井製薬としては、同社の主張を著しく無視したものであり、到

底容認できるものではないことから、最高裁判所に上告の提起および上告受理申立て

を行いました。 

 

２．今後の見通し 

本件が業績に与える影響につきましては、現在精査中でありますが、今後、開示す

べき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


